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那須烏山市公告第519号 

 

入 札 公 告 

 

 条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び那須

烏山市契約規則（平成24年那須烏山市規則第33号）第11条の規定に基づき公告する。 

 

   令和７年２月14日 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子    

 

記 

 

１ 入札に付する事項  浄化槽清掃業務委託その３（別紙仕様書のとおり） 

 

２ 契約書作成の要否  要 

 

３ 入札参加申込締切日 

  令和７年２月26日（水）午後５時まで 

 

４ 開札日時 

  令和７年３月11日（火）午後１時30分 

 

５ 開札場所 

  那須烏山市役所 烏山庁舎 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

  ⑴ 入札保証金  免除 

  ⑵ 契約保証金  有（ただし、契約保証金の免除に該当する場合には免除） 

 

７ 入札参加資格条件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 指名停止期間中の者でないこと。 

⑶ 公告日現在で、那須烏山市入札参加資格登録業者名簿の業務分類「建物管理等各種保守管理」に登録

されていること。 

⑷ 那須烏山市暴力団排除条例（平成 23年３月条例第１号）第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

⑸ 那須烏山市内に本社（本店）、支店又は営業所を有する者であること。 

⑹ 南那須地区広域行政事務組合において、し尿・浄化槽汚泥汲み取りの許可を受けている者であること。 

 

８ 入札参加申請手続 

  入札説明書及び仕様書等の内容を熟知し、内容等を十分に理解した上で入札に参加すること。 
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９ 入札方法等 

  ⑴ 落札決定に当たっては、この業務の履行に必要な全ての経費（別紙見積書に記載）の 10％に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者である

かを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

  ⑵ 入札書の提出は郵送（一般書留郵便又は簡易書留郵便）によることとし、持参による入札は認めな

い。 

  ⑶ 開札の結果、落札者が決定されない場合は、中止とする。 

 

10 入札の無効等に関する事項 

  ⑴ 前項の参加資格条件のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

  ⑵ 所要事項の記載及び押印がない入札書による入札 

  ⑶ 入札金額の記載のない入札又は見積書と金額が一致しない入札 

 

11 落札者の決定方法 

那須烏山市入札事務取扱規程（平成 17年 10月那須烏山市規程第 20号）第９条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あると市長が認めた場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者

のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、最低の価格が同額であった場合は、くじに

よって落札者を決定する。 

 

12 必要書類提出先 

  〒321-0692 栃木県那須烏山市中央１－１－１ 

  那須烏山市総務課契約管財グループ  

  電話 0287-83-1117  Email sohmu@city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

13 本入札に適用する契約条項等 

  ・那須烏山市契約規則（平成24年５月那須烏山市規則第33号） 

  ・その他関係法令以上 

 

14 その他 

  本件は、次に掲げる業務委託の落札者は重複して落札者となることはできない。入札は入札順位にした

がって執行し、順次落札者を決定する。 

入札適用条件の有無 有 

委 託 業 務 名 等 

入札順位１ 浄化槽清掃業務委託その３ 

入札順位２ 浄化槽清掃業務委託その１ 

入札順位３ 浄化槽清掃業務委託その２ 
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15 特約事項 

  ・予算が原案のとおり成立しなかった場合は、入札の変更等を行うことがある。 


